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4
月
開
催  

平
成
26
年
度 

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
臨
時
福
祉
給
付
金

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
支
給

　消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
う
対

応
と
し
て
、
国
の
補
助
事
業
を
活
用

し
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」「
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
の
支
給
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母
が

就
職
に
有
利
な
資
格
取
得
を
目
指
す

場
合
に
、
生
活
の
負
担
の
軽
減
を
図

る
た
め
、
毎
月
一
定
額
の
訓
練
促
進

費
を
支
給
し
ま
す
。
ま
た
、
卒
業
後

に
一
時
金
を
支
給
し
ま
す
。

　支
給
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前

相
談
が
必
要
で
す
。
相
談
日
を
電
話

予
約
の
上
、
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。
4
月
入
学
予
定
の
人
は
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
対

　象

　次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人
。

・
市
内
に
住
所
を
有
す
る
母
子
家
庭

の
母
お
よ
び
父
子
家
庭
の
父
で
、

20
歳
に
満
た
な
い
児
童
を
現
に
扶

養
し
て
い
る
。

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
る
か
、
同
等
の
所
得
水
準
に
あ

る
。

・
2
年
以
上
の
養
成
機
関
で
修
業
し

て
い
る
（
父
子
家
庭
の
父
に
つ
い

て
は
、
平
成
25
年
4
月
1
日
以
降

に
修
業
を
開
始
し
て
い
る
こ
と
）。

・
過
去
に
本
事
業
に
よ
る
訓
練
促
進

費
を
受
給
し
て
い
な
い
。

■
対
象
資
格

　看
護
師
（
准
看
護
師
は
除
く
）、
介

護
福
祉
士
、
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士

　な
ど

■
支
給
額

・
住
民
税
課
税
世
帯

　訓
練
促
進
費
（
月
額
）

　
　
　
　
　
　
　7
0
，5
0
0
円

　一
時
金

　
　
　2
5
，0
0
0
円

・
住
民
税
非
課
税
世
帯

　訓
練
促
進
費
（
月
額
）

　
　
　
　
　
　1
0
0
，0
0
0
円

　一
時
金

　
　
　5
0
，0
0
0
円

■
支
給
期
間

　修
業
す
る
全
期
間
（
上
限
2
年
）。

支
給
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月

分
か
ら
支
給
と
な
り
ま
す
。

　ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理
を
行
う
自
治
会

な
ど
に
、
カ
ラ
ス
ネ
ッ
ト
購
入
費
の
補
助
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

■
変
更
内
容

・
申
請
時
の
見
積
書
が
不
要
に
な
り
ま
す

・
領
収
書
を
郵
送
で
提
出
で
き
ま
す

※
対
象
商
品
や
補
助
額
、
交
付
条
件
や
手
続
き

方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
ネ
ッ
ト
利
用
時
の
お
願
い

　カ
ラ
ス
か
ら
荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
次
の

よ
う
な
工
夫
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
生
ご
み
が
見
え
な
い
よ
う
に
す
る

・
大
き
め
の
サ
イ
ズ
の

カ
ラ
ス
ネ
ッ
ト
を
使

用
し
て
、
ご
み
袋
を

く
る
み
こ
む

・
め
く
ら
れ
な
い
よ
う

に
重
し
を
の
せ
る

■
対

　象

　基
準
日
（
平
成
26
年
1
月
1
日
）

に
佐
賀
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
人
で

平
成
26
年
度
市
県
民
税
が
非
課
税
の

人
が
対
象
。

　た
だ
し
次
の
人
を
除
き
ま
す
。

・
市
県
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

の
被
扶
養
者
な
ど

・
基
準
日
に
お
い
て
生
活
保
護
制
度

内
で
対
応
さ
れ
る
被
保
護
者
な
ど

■
支
給
額

　対
象
者
1
人
に
つ
き

　
　
　
　
　1
0
，0
0
0
円

※
老
齢
基
礎
年
金
等
の
受
給
者
等
に

は
1
人
に
つ
き
5
，0
0
0
円
加

算
。

◎
問
い
合
わ
せ

☎
30
・2
4
3
0
FAX 

30
・
2
4
9
4

循
環
型
社
会
推
進
課

　庶
務
係

（
佐
賀
市
清
掃
工
場
内
）

◎
問
い
合
わ
せ

☎
40
・7
2
5
4

FAX 

40
・
7
3
9
5

佐
賀
市
教
育
委
員
会

こ
ど
も
家
庭
課

　家
庭
児
童

相
談
室（
本
庁
1
階
1
番
窓
口
）

◎
問
い
合
わ
せ

☎
40
・7
2
0
0
FAX 

26
・
5
9
0
1

本
庁

　環
境
課

　生
活
環
境
係

ま
た
は
各
支
所

　環
境
担
当
課

◎
問
い
合
わ
せ

☎
20
・1
1
5
1

☎
20
・1
1
5
2

☎
40
・7
0
8
7

○
佐
賀
市
臨
時
給
付
金

　コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

○
詐
欺
に
関
す
る
情
報
提
供

　市
民
活
動
推
進
課

　消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　（ア
イ
・
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
）

【
臨
時
福
祉
給
付
金
】

■
対

　象

　基
準
日
（
平
成
26
年
1
月
1
日
）

に
お
け
る
平
成
26
年
1
月
分
の
児
童

手
当
受
給
者
（
公
務
員
・
特
例
給
付

受
給
者
も
含
む
）
で
、
平
成
26
年
度

（
平
成
25
年
中
）
の
所
得
が
児
童
手
当

の
所
得
制
限
に
満
た
な
い
人
が
対

象
。
た
だ
し
次
の
人
を
除
き
ま
す
。

・
支
給
対
象
児
童
が
臨
時
福
祉
給
付

金
の
対
象
者

・
支
給
対
象
児
童
が
基
準
日
に
お
い

て
生
活
保
護
制
度
内
で
対
応
さ
れ

る
被
保
護
者
な
ど

■
支
給
額

　支
給
対
象
児
童
1
人
に

　つ
き

　1
0
，0
0
0
円

【
申
請
受
付
】

　両
給
付
金
と
も
に
平
成
26
年
6
月

中
旬
頃
（
予
定
）

【
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
】

ひ
と
り
親
家
庭
の
保
護
者
の
資
格
取
得
を
応
援
し
ま
す

高
等
技
能
訓
練
促
進
費
等
事
業

4
月
1
日
か
ら
カ
ラ
ス
ネ
ッ
ト

購
入
費
補
助
金
の
申
請
方
法
が

簡
単
に
な
り
ま
す

　こ
の
制
度
に
便
乗
し
、
振
り
込
め

詐
欺
や
医
療
費
還
付
詐
欺
の
よ
う
に
、

悪
意
の
あ
る
者
が
だ
ま
そ
う
と
す
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　申
請
の
ご
案
内
は
、
6
月
以
降
に

改
め
て
行
う
予
定
で
す
。
事
前
に
給

付
金
の
支
給
の
た
め
と
称
し
て
、
口

座
情
報
の
聞
き
取
り
や
A
T
M
へ
の

誘
導
を
し
よ
う
と
す
る
電
話
が
か

か
っ
て
き
た
ら
、
詐
欺
の
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

相
手
の
誘
導
に

乗
ら
ず
、
電
話

を
切
り
、
す
ぐ

に
市
役
所
ま
た

は
警
察
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
臨
時
福
祉
給
付
金
を
か
た
る

　

 

詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
】

　確
定
申
告
、
年
末
調
整
ま
た
は
市

県
民
税
申
告
を
行
わ
れ
て
い
な
い
場

合
、
課
税
状
況
が
分
か
ら
な
い
た
め

給
付
金
を
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　被
扶
養
者
で
な
く
収
入
の
な
い
人

も
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　ま
だ
お
済
み
で
な
い
人
は
、
早
め

の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
申
告
は
お
済
み
で
す
か
】

　4
月
に
下
記
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
。
ど
の
会
場
で
も

受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
都
合
の
よ
い
会
場
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　室
内
犬
や
、
拾
っ
た
犬
の
場
合
も
、
犬
を
飼
う
場
合
は

全
て
犬
の
登
録
と
毎
年
1
回
の
狂
犬
病
予
防
接
種
が
、
狂

犬
病
予
防
法
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

未
登
録
・
未
接
種
は
罰
則
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　手
続
き
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
持
参
す
る
も
の

・
問
診
票
は
が
き
（
登
録
済
の
犬
の
飼
い
主
に
郵
送
）

・
接
種
料
お
よ
び
注
射
済
票
交
付
手
数
料

　犬
1
頭
に
つ
き

　3
，0
5
0
円

※
新
規
登
録
の
場
合
は
、
犬
の
登
録
手
数
料
3
，0
0
0
円

が
別
途
必
要
で
す
。
混
雑
防
止
の
た
め
、
つ
り
銭
の
無

い
よ
う
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

　飼
い
主
の
氏
名
や
住
所
、
犬
の
所
在
地
な
ど
が
変
更
に

な
っ
て
い
る
場
合
は
、
会
場
で
変
更
の
届
け
出
を
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
犬
の
フ
ン
は
飼
い
主
の
責
任
で
必
ず
処

理
し
て
く
だ
さ
い
。

【
市
内
動
物
病
院
で
も
手
続
き
が
可
能
で
す
】

　平
成
26
年
1
月
か
ら
、
佐
賀
県
獣
医
師
会
所
属
で
佐
賀

市
内
に
あ
る
動
物
病
院
で
も
、
集
合
注
射
と
同
様
に
注
射

済
票
の
交
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　動
物
病
院
で
の
注
射
希
望
者
も
、

登
録
番
号
の
確
認
が
必
要
で
す
の

で
、
接
種
時
に
必
ず
問
診
票
は
が
き

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

■注射日程

平成26年度注射済票

13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
9：30～11：00
13：00～14：30
9：30～11：30
13：30～15：00
9：30～11：30
13：30～15：00
9：30～11：00
13：00～14：30
9：30～11：00
13：00～15：00
9：30～11：00
13：00～14：30
10：00～11：00
13：00～14：00
9：30～11：30
13：30～15：30
9：30～11：30

勧興公民館
循誘公民館
日新小学校
若楠小学校
兵庫小学校
新栄小学校
久保田改善センター
本庄公民館
金立公民館
諸富支所
蓮池公民館
嘉瀬公民館
鍋島公民館
大和支所
久保泉公民館
富士支所駐車場
富士北部コミュニティセンター
川副支所庁舎北側駐車場
北川副公民館
佐賀市清掃工場

2日（水）

3日（木）

4日（金）

5日（土）

6日（日）
7日（月）

8日（火）

9日（水）

10日（木）

11日（金）

12日（土）

13日（日）

13：30～15：00
9：30～11：00
13：00～14：30
9：30～11：00
13：00～14：30
10：00～10：30
11：15～11：45
13：30～14：30
10：00～11：30
13：30～15：00
9：30～11：30
13：30～15：30
9：30～11：30
13：30～15：00
10：30～11：30
13：30～15：00
10：00～11：30
13：30～15：00
9：30～11：00
13：00～14：30

巨勢公民館
中川副公民館
東与賀支所
久保田改善センター
開成公民館
宿公民館（三瀬）
中鶴公民館（三瀬）
三瀬支所
西与賀公民館
赤松公民館
大和支所
佐賀市清掃工場
髙木瀬小学校
西川副公民館
JAさが松梅支所集荷場
大和勤労者体育センター
大詫間公民館
諸富支所
東与賀支所
神野公民館

14日（月）

15日（火）

16日（水）

17日（木）

18日（金）

19日（土）

20日（日）
21日（月）

22日（火）

23日（水）

24日（木）

日　　　時 会　　場 日　　　時 会　　場


